
○東庄町公害防止条例施行規則 

昭和４８年３月２７日 

規則第６号 

改正 昭和５３年９月２２日規則第７号 

平成元年９月２６日規則第１０号 

平成元年１０月９日規則第１２号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は東庄町公害防止条例（昭和４７年東庄町条例第９号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（有害物質） 

第２条 条例第２条第２号ウに規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質と

する。 

（１） カドミウム及びその化合物 

（２） 塩素及び塩化水素 

（３） フツ素、フツ化水素及びフツ化珪素 

（４） 鉛及びその化合物 

（５） 窒素酸化物 

（６） 硫化水素 

（特定施設） 

第３条 条例第２条第５号に規定する特定施設は、別表第１に掲げる施設とする。 

（特定作業） 

第４条 条例第２条第６号に規定する特定作業は、別表第２に掲げる作業とする。 

（特定建設作業） 

第５条 条例第２条第７号に規定する特定建設作業は、別表第３に掲げる作業と

する。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。 

第２章 ばい煙等の排出等の規制 

第１節 通則 

（規制基準） 



第６条 条例第９条第１項に規定する規制基準は、別表第４に掲げるとおりとす

る。 

（ばい煙等の量等の測定義務者） 

第７条 条例第１２条の規定によりばい煙等の量等を測定しなければならない者

は、次の各号の１に該当する者とする。 

（１） 揚水機の吐出口の断面積（吐出口が２以上あるときは、その断面積の

合計）が１９平方センチメートル以上の井戸（井戸が２以上ある場合はその

合計）を設置している者 

（２） 前号に定めるもののほか、公害を発生するおそれがあると町長が特に

認める者 

（ばい煙等の量等の測定） 

第８条 条例第１２条の規定によるばい煙等の量等の測定の方法は、別表第５に

掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定による測定の結果は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定

める記録表により記録し、その記録を３年間保存しなければならない。 

（１） 揚水量等の測定の結果揚水量等測定記録表（別記第１号様式） 

（２） 前号に定めるもの以外の測定の結果町長が指定する記録表 

（事故発生の届出） 

第９条 条例第１３条第１項の規定による届出は、電話等の迅速な方法により行

わなければならない。 

（事故復旧の届出） 

第１０条 条例第１３条第２項の規定による届出は、特定施設事故復旧工事完了

届出書（別記第２号様式）により行わなければならない。 

第２節 特定施設及び特定作業の規制 

（特定施設等の届出書の様式） 

第１１条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書の正本に

その写し１通を添えて行うものとする。 

（１） 条例第１５条第１項又は第１７条第１項の規定による特定施設に係る

届出特定施設設置（使用）届出書（別記第３号様式） 



（２） 条例第１６条第１項又は第１７条第１項の規定による特定作業に係る

届出特定作業実施届出書（別記第４号様式） 

（３） 条例第１８条第１項の規定による特定施設に係る変更の届出特定施設

構造変更届出書（別記第５号様式） 

（４） 条例第１８条第１項の規定による特定作業に係る変更の届出特定作業

施設等変更届出書（別記第６号様式） 

（５） 条例第１８条第２項の規定による変更の届出氏名等変更届出書（別記

第７号様式） 

（６） 条例第１８条第２項の規定による廃止の届出特定施設等使用廃止届出

書（別記第８号様式） 

（７） 条例第１９条第３項の規定による届出特定施設設置等計画改善措置届

出書（別記第９号様式） 

（８） 条例第２１条第３項の規定による届出承継届出書（別記第１０号様式） 

（９） 条例第２４条の規定による届出公害防止措置完了届出書（別記第１１

号様式） 

（特定施設の届出に係る届出事項等） 

第１２条 条例第１５条第１項第７号に規定する規則で定める事項は、次の各号

に掲げる事項とする。 

（１） 工場等の業種、工場等で行われる作業の種類、主要生産品目及び工場

等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額 

（２） 工場等に常時勤務する従業員の数 

（３） 工場等の敷地面積、建築面積（建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号）第２条第２号に規定する建築面積をいう。）及び所在地の属する

地域の用途地域（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第

１号に規定する用途地域をいう。以下同じ。）の種類 

（４） 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名 

（５） 工場等の通常の始業及び終業の時刻 

（６） 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日 

２ 条例第１５条第２項（第１７条第２項及び第１８条第３項において準用する



場合を含む。）に規定する規則で定める書類及び図面は次の各号（条例第１８

条第３項において準用する場合にあつては、第１号、第２号及び第６号）に掲

げる書類及び図面とする。 

（１） ばい煙等の排出及び処理に係る作業の系統の概要を説明する書類 

（２） ばい煙等の量等に関する説明書 

（３） 工場等の事業経歴書 

（４） 工場等の組織図 

（５） 工場等の敷地の周囲約１００メートル以内の見取図 

（６） ばい煙等の防除施設の設置場所を示す図面 

（特定作業の届出に係る届出事項等） 

第１３条 条例第１６条第１項第５号に規定する規則で定める事項は、次の各号

に掲げる事項とする。 

（１） 特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人又は個人の資

本金若しくは出資金又は資産の総額 

（２） 特定作業に常時従事する従業員の数 

（３） 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所の

属する地域の用途地域の種類 

（４） 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名 

（５） 特定作業の開始予定年月日 

（６） 条例第１４条に規定する異常気象等の発生時にとりうる措置の方法 

２ 条例第１６条第２項（第１７条第２項及び第１８条第３項において準用する

場合を含む。）に規定する規則で定める書類及び図面は、次の各号（条例第１

８条第３項において準用する場合にあつては、第１号及び第３号）に掲げる書

類及び図面とする。 

（１） 前条第２項第１号、第２号及び第６号に掲げる書類及び図面 

（２） 前条第２項第３号及び第４号に掲げる書類 

（３） 特定作業の目的に係る施設の配置図 

第３節 特定建設作業の規制 

（特定建設作業の実施の届出を要する区域） 



第１４条 条例第２５条第１項に規定する規則で定める区域は、次の各号に掲げ

る区域とする。 

（１） 都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種住居専用地域、第２

種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業

地域 

（２） 前号に規定する区域以外の区域であつて、次に掲げる施設の敷地の周

囲８０メートル以内の区域 

ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（以下「学

校」という。） 

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する保育所（以

下「保育所」という。） 

ウ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の２第１項に規定する病院

（以下「病院」という。）及び同条第２項に規定する診療所のうち患者の

収容施設を有するもの（以下「収容施設を有する診療所」という。） 

エ 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館

（以下「図書館」という。） 

オ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１４条第１項第２号に規定

する特別養護老人ホーム（以下「特別養護老人ホーム」という。） 

（特定建設作業の届出書の様式等） 

第１５条 条例第２５条第１項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書（別

記第１２号様式）の正本にその写し１通を添えて行うものとする。 

（特定建設作業の実施の届出に係る届出事項等） 

第１６条 条例第２５条第１項第５号に規定する規則で定める事項は、次の各号

に掲げる事項とする。 

（１） 建設工事の名称並びに発注者の氏名（法人にあつては、名称及び代表

者の氏名）及び住所 

（２） 特定建設作業の種類 

（３） 特定建設作業に使用される別表第３に規定する機械等の名称、型式及

び仕様 



（４） 特定建設作業の開始及び終了の時刻 

（５） 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名（法

人にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所 

（６） 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定

建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 

２ 条例第２５条第２項に規定する規則で定める書類及び図面は、特定建設作業

を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示

したものとする。 

第４節 拡声機使用等の規制 

（拡声機の使用規制区域） 

第１７条 条例第２７条第１項第１号に規定する規則で定める地域は、次の各号

に掲げる施設の敷地の周囲３０メートル以内の区域とする。 

（１） 学校 

（２） 保育所 

（３） 病院及び収容施設を有する診療所 

（４） 図書館 

（５） 特別養護老人ホーム 

（拡声機の使用の方法等） 

第１８条 条例第２７条第１項に規定する同項第１号に係る拡声機の使用（屋外

において又は屋外に向けて使用する場合に限る。）について規則で定める事項

は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１） 午後７時から翌日の午前１０時までの間は拡声機を使用しないこと。 

（２） 拡声機の１回の使用時間は、１０分以内とし、１回につき１０分以上

休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあ

つては、同一場所において使用する場合に限る。 

（３） ２以上の拡声機（携帯して使用する拡声機を除く。）を使用する場合

は、拡声機の間隔は５０メートル以上とする。 

（４） 地上７メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。 

（５） 拡声機から発生する音量は、別表第６の上欄に掲げる区分に応じ、当



該下欄に掲げる音量の範囲内とすること。 

２ 条例第２７条第１項に規定する同項第２号に係る拡声機の使用について規則

で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１） 第１項第２号及び第３号に掲げる事項 

（２） 商業宣伝を目的として午後７時から翌日の午前１０時までの間は、拡

声機を使用しないこと。 

（３） 商業宣伝を目的として地上７メートル以上の位置で拡声機を使用しな

いこと。 

（４） 風俗営業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業をいう。）を営む

施設及び興行場（興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第１条に規定する

興業場をいう。）においては直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと。 

（５） 拡声機から発生する音量は、別表第６の上欄に掲げる区分に応じ、当

該下欄に掲げる音量に５ホンを加えた音量の範囲内とすること。 

（深夜騒音に係る営業規制） 

第１９条 条例第２８条第１項に規定する規則で定める営業は、次の各号に掲げ

る営業とする。 

（１） 飲食店営業（食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号）第５条

第１号に規定する飲食店営業をいう。ただし、もつぱら仕出しを目的とする

もの並びに事業所、事務所等の施設においてもつぱらその事業又は事務に従

事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において、もつぱらその宿

泊客に利用させるものを除く。） 

（２） 喫茶店営業（食品衛生法施行令第５条第２号に規定する喫茶店営業を

いう。ただし、事務所、事業所等の施設においてもつぱらその事業又は事務

に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館においてもつぱらその

宿泊客に利用させるものを除く。） 

（３） ガソリンスタンド 

（４） 液化石油ガススタンド 

（５） ボーリング場営業 



（６） ゴルフ練習場営業 

第３章 雑則 

（受理書の交付） 

第２０条 町長は、条例第１５条第１項、第１６条第１項、第１７条第１項、第

１８条第１項又は第２５条第１項の規定による届出を受理したときは、受理書

（別記第１３号様式）を当該届出をした者に交付するものとする。 

（立入検査の身分証明書） 

第２１条 条例第３２条第２項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証（別

記第１４号様式）とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１２条第１項第３号に規定する用途地域は、建築基準法の一部を改正する

法律（昭和４５年法律第１０９号）附則第１３項の規定により改正される以前

の都市計画法第８条第１号又は第２号に規定する地域又は地区が定められてい

る地域又は地区（以下「旧地域等」という。）にあつては改正後の都市計画法

（以下「新法」という。）第２０条第１項の規定により新法第８条第１号に規

定する地域を定める告示のあるまでの間は、旧地域等のとおりとする。 

３ 第１４条、別表第４イ備考５及び７に規定する区域は、旧地域等のうち次の

表の上欄に掲げる地域又は地区は、新法第２０条第１項の規定により新法第８

条第１号に規定する地域を定める告示のあるまでの間は、同表の下欄に掲げる

地域とみなす。 

住居専用地区 第１種住居専用地域、第２種住居専用地域 

住居地域（住居専用地区

を除く。） 

住居地域 

商業地域 近隣商業地域、商業地域 

準工業地域 準工業地域 

工業地域 工業地域、工業専用地域 



附 則（昭和５３年規則第７号） 

この規則は、昭和５３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成元年規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年規則第１２号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

別表第１（第３条） 

１ ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定施設 

番号 施設の種類 

１ 食料品製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

ア 乾燥施設 

イ 粉砕施設 

ウ たん白質分解施設 

２ 繊維工業（衣服その他の繊維製品に係るものを除く。）の用に供する施設

であつて次に掲げるもの 

ア 樹脂加工施設 

イ 漂白施設 

ウ 植毛施設 

エ 製綿施設 

３ 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に

供する施設であつて次に掲げるもの 

ア タール又はアスフアルト合浸施設 

イ 吹付塗装施設 

ウ くん蒸施設 

エ 漂白施設 

オ 切断施設 

カ 粉砕施設 

キ 研削施設 

４ 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であつて、次に掲げる



もの 

ア グラビア印刷施設 

イ 金属板印刷施設 

５ 化学工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

ア 反応施設 

イ 精製施設 

ウ 抽出施設 

エ 電解施設 

オ 重合施設 

カ 蒸発濃縮施設 

キ 乾燥施設 

ク 焙煙施設 

ケ 粉砕施設 

コ 造粒施設 

サ 混合施設 

シ 分解施設 

ス 合成施設 

セ 蒸留施設 

６ ゴム製品の製造の用に供する施設であつて次に掲げるもの 

ア 加硫施設 

イ 混練施設 

７ 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

ア 粉砕施設 

イ 混合施設 

ウ 溶融施設 

エ 焼成施設 

オ 乾燥施設 

カ 研摩施設 

キ 選別施設 



ク 粉体用コンベヤー施設 

８ 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設で

あつて、次に掲げるもの 

ア 非鉄金属溶融施設 

イ 溶融めつき施設 

ウ 電気めつき施設 

エ 酸洗施設 

オ エツチング施設 

カ 吹付塗装施設 

キ 乾燥焼付施設 

ク 粉砕施設 

ケ 配合施設 

コ 電解施設 

サ 精錬施設 

シ 研摩施設 

ス 粉体用コンベヤー施設 

９ その他の製造等の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

ア 吹付塗装施設 

イ 乾燥焼付施設 

ウ 電気めつき施設 

エ 貝がらの粉砕施設 

オ 鶏ふんの乾燥施設 

備考 次に掲げる施設は除く。 

１ 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第２項及び第５項に

規定するばい煙発生施設及び粉じん発生施設 

２ 鉱山保安法（昭和２４年法律第７０号）第２条第２項本文に規定する鉱

山に設置される施設 

３ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第７項に規定する電気

工作物 



４ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２条第７項に規定するガス工

作物 

２ 騒音に係る特定施設 

番号 施設の種類 

１ 金属加工機械 

ア 圧延機械（原動機の定格出力の合計が２２．５キロワツト以上のもの

に限る。） 

イ 製管機械 

ウ ベンデインマシン（原動機の定格出力が３．７５キロワツト以上のも

のに限る。） 

エ 液圧プレス 

オ 機械プレス 

カ せん断機（シヤーリングマシン。原動機の定格出力が３．７５キロワ

ツト以上のものに限る。） 

キ 鍛造機 

ク ワイヤーフオーミングマシン 

ケ ブラスト 

コ タンブラー 

サ 製鋲機 

シ 製釘機 

ス 高速度切断機 

セ 平削盤 

ソ 型削盤 

タ 研摩機 

チ 自動ヤスリ目立機（原動機の定格出力が１．５キロワツト以上のもの

に限る。） 

２ 圧縮機（原動機の定格出力が３．７５キロワツト以上のものに限る。） 

３ 送風機（排風機を含み、原動機の定格出力が３．７５キロワツト以上のも

のに限る。） 



４ 粉砕機 

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 

イ 食品加工用粉砕機 

ウ その他の用に供する粉砕機（破砕機及び摩砕機を含む。） 

５ 繊維機械 

ア 織機（原動機を用いるものに限る。） 

イ 紡績機械 

ウ 編組機 

エ 撚糸機 

６ 建設用資材製造機械 

ア コンクリートプラント 

イ アスフアルトプラント 

７ 木材加工機械 

ア ドラムバーカー 

イ チツパー 

ウ 砕木機 

エ 帯のこ盤（原動機の定格出力が０．７５キロワツト以上のものに限る。）

オ 丸のこ盤（原動機の定格出力が０．７５キロワツト以上のものに限る。）

カ かんな盤（原動機の定格出力が０．７５キロワツト以上のものに限る。）

８ 抄紙機 

９ 印刷機械（原動機を用いるものに限る。） 

１０ 合成樹脂用射出成形機 

１１ 鋳型造型機 

１２ ニユーマチツクハンマー 

１３ ロール機 

１４ 自動製びん機 

１５ ドラムかん洗浄機 

１６ ロータリーキルン 



１７ コルゲートマシン 

１８ 重油バーナー（重油使用料が毎時１５リツトル以上に限る。） 

１９ 走行クレーン 

ア 天井走行クレーン（原動機の定格出力の合計が７．５キロワツト以上

のものに限る。） 

イ 門型走行クレーン（原動機の定格出力の合計が７．５キロワツト以上

のものに限る。） 

２０ 集じん装置 

２１ 冷凍機（原動機の定格出力が７．５キロワツト以上のものに限る。） 

２２ 原動機（船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。） 

ア デイーゼルエンジン（定格出力が７．５キロワツト以上のものに限る。）

イ ガソリンエンジン（定格出力が７．５キロワツト以上のものに限る。）

２３ クーリングタワー（原動機の定格出力が０．７５キロワツト以上のものに

限る。） 

２４ 営業を目的として設置される原動機付二輪車（道路交通法（昭和３５年法

律第１０５号）第２条第９号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条

第１０号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。）

による断郊競技施設 

備考 次に掲げる施設は除く。 

１ 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第３条第１項の規定により指定

された地域内に設置される同法第２条第１項に規定する特定施設 

２ 電気事業法第２条第７項に規定する電気工作物 

３ ガス事業法第２条第７項に規定するガス工作物 

４ 鉱山保安法第２条第２項に規定する鉱山に設置される施設 

３ 振動に係る特定施設 

番号 施設の種類 

１ 金属加工機械 

ア 圧延機械（原動機の定格出力の合計が２２．５キロワツト以上のもの



に限る。） 

イ 製管機械 

ウ 液圧プレス 

エ 機械プレス 

オ せん断機（シヤーリングマシン、原動機の定格出力が１キロワツト以

上のものに限る。） 

カ 鍛造機 

キ ワイヤーフオーミングマシン 

２ 圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が３．７５キロワツト以上のものに

限る。） 

３ 粉砕機（原動機の定格出力が３．７５キロワツト以上のものに限る。） 

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 

イ 食品加工用粉砕機 

ウ その他の用に供する粉砕機（破砕機及び摩砕機を含む。） 

４ 織機（原動機を用いるものに限る。） 

５ コンクリート製品製造機械 

ア コンクリートブロツクマシン（原動機の定格出力の合計が２．９５キ

ロワツト以上のものに限る。） 

イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械（原動機の定格

出力の合計が１０キロワツト以上のものに限る。） 

６ 木材加工機械 

ア ドラムバーカー 

イ チツパー 

７ 印刷機械（原動機の定格出力が２．２キロワツト以上のものに限る。） 

８ ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもので

原動機の定格出力が３０キロワツト以上のものに限る。） 

９ 合成樹脂用射出成型機 

１０ 鋳型造型機（ジヨルト式のものに限る。） 



１１ 冷凍機（原動機の定格出力が７．５キロワツト以上のものに限る。） 

備考 次に掲げる施設は除く。 

１ 振動規制法（昭和５１年法律第６４号）第３条第１項の規定により指定

された地域内に設置される同法第２条第１項に規定する特定施設 

２ 電気事業法第２条第７項に規定する電気工作物 

３ ガス事業法第２条第７項に規定するガス工作物 

４ 地下水位の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定施設 

番号 施設の種類 

１ 井戸（動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出

口の断面積（吐出口が２以上あるときは、その断面積の合計）が６平方セ

ンチメートルをこえるもの。） 

備考 次に掲げる施設は除く。 

１ 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第８条第１項の規定により許可を

受けた動力装置 

２ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）が適用され、又は準用される河川

の同法第６条第１項に規定する河川区域に設置される施設 

３ 工業用水法（昭和３１年法律第１４６号）第３条第１項に規定する指定

地域内に設置される井戸 

４ 建築物用地下水の採取の規制に関する法律（昭和３７年法律第１００号）

第４条第１項の指定地域内に設置される揚水設備 

５ 千葉県公害防止条例（昭和４６年千葉県条例第３１号）第３６条第１項

の指定地域内に設置される揚水施設 

６ 消火の用のみに供する施設 

７ 建設作業その他臨時的な用に供する施設であつて、町長が認めたもの 

別表第２（第４条） 

１ ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定作業 

番号 作業の種類 

１ ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理 

２ 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 



３ 農薬又は化学肥料の製造 

４ 貝灰の製造 

５ 綿の製造又は再生 

６ 金属箔又は金属粉の製造 

７ 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石こうの製造又は加工 

８ 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はフアクチスの製造 

９ 動物質廃棄物の焼却作業 

１０ 溶接又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 

１１ ドライクリーニング 

１２ 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造 

１３ 動植物油の精製 

１４ 油かんその他のあきかんの再生 

１５ 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 

１６ 金属の圧延又は熱処理 

１７ 自動車（道路交通法第２条第９号に規定する自動車をいう。）を解体する

作業 

１８ 紙又はパルプの製造 

１９ 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工 

２０ たん白質の加水分解 

２１ 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 

２２ １の項から２１の項までに掲げる作業のほか、製造、加工、精製又は修理

の工程においてアンモニア、ふつ素化合物、シアン化水素、ホルムアルデ

ヒド、メタノール、硫化水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜

硫酸ガス、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、硫酸（三酸化イオウを含む。）、

ホスゲン、クロルスルホン酸、臭素、メルカプタン、一酸化炭素、よう素、

トルエン、フエノール又はピリジンを使用し、又は発生させる作業 

備考 別表第１の１に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。 

２ 騒音又は振動に係る特定作業 



番号 作業の種類 

１ 板金又は製かんの作業 

２ 鉄骨又は橋梁の組立て作業（建築の現場作業を除く。） 

３ ブルドーザー、パワーシヨベル、バツクホー、その他これに類する整地機

又は掘削機を使用する作業（建築現場における作業を除く。） 

備考 別表第１の２及び３に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。 

３ 地下水位の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定作業 

番号 作業の種類 

１ 農作業（井戸（動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水

機の吐出口の断面積（吐出口が２以上あるときは、その断面積の合計）が

６平方センチメートルをこえるもの）による地下水の採取を伴うものに限

る。） 

備考 別表第１の４備考５に掲げる揚水施設を設置して行う作業は除く。 

別表第３（第５条） 

番号 作業の種類 

１ くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式く

い打くい抜機を除く。）を使用する作業 

２ びよう打機及びインパクトレンチを使用する作業 

３ さく岩機（ブレーカーを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移

動する作業にあつては、１日における当該作業に係る二地点間の最大距離

が５０メートルを超えない作業に限る。） 

４ 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定

格出力が１５キロワツト以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機

の動力として使用する作業を除く。） 

５ コンクリートプラント（混練機の混練容量が０．４５立方メートル以上の

ものに限る。）又はアスフアルトプラント（混練機の混練容量が２００キ

ログラム以上のものに限る。）設けて行う作業（モルタルを製造するため

にコンクリートプランを設けて行う作業を除く。） 



６ 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業 

７ 舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつて

は１日における当該作業に係る二地点間の最大距離が５０メートルを超え

ない作業に限る。） 

８ ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的

に移動する作業にあつては、１日における当該作業に係る二地点間の最大

距離が５０メートルを超えない作業に限る。） 

９ ブルドーザー、パワーシヨベル、バツクホーその他これに類する整地機又

は掘削機を使用する作業 

１０ 振動ローラーを使用する作業 

備考 

騒音規制法第３条第１項の規定により指定された地域内で行われる同法第２

条第３項に規定する特定建設作業及び振動規制法第３条第１項の規定により指

定された地域内で行われる同法第２条第３項に規定する特定建設作業は除く。 

別表第４（第６条） 

１ 騒音又は振動の規制基準 

ア 一般の騒音の規制基準 

時間の区分

区域の区分 

昼間 

（午前８時から

午後７時まで） 

朝夕 

（午前６時から

８時まで及び午

後７時から１０

時まで） 

夜間 

（午後１０時か

ら翌日の午前６

時まで） 

第１種住居専用地域及び第２

種住居専用地域 

５０ホン ４５ホン ４０ホン 

住居地域 ５５ホン ５０ホン ４５ホン 

近隣商業地域、商業地域及び

準工業地域 

６５ホン ６０ホン ５０ホン 

工業地域及び工業専用地域 ７０ホン ６５ホン ６０ホン 



その他の地域 ６０ホン ５５ホン ５０ホン 

備考 

１ ホンとは、計量法（昭和２６年法律第２０７号）第５条第４４号に規定

する騒音の大きさの計量単位をいう。 

２ 騒音の測定は、日本工業規格C１５０２に定める普通騒音計若しくはC１

５０５に定める精密騒音計又はこれらに相当する測定器を用いて行うもの

とする。この場合において、周波数補正回路はA特性、動特性は速い動特性

（FAST）を用いることとする。 

３ 騒音の測定点は、原則として音源の存する敷地の境界線とする。 

４ 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z８７３１に定める騒音レベ

ル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。 

（１） 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示

値とする。 

（２） 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大

値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値と

する。 

（３） 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の９

０パーセントレンジの上端の数値とする。 

（４） 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大

値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の９０パーセン

トレンジの上端の数値とする。 

５ 第１種住居専用地域、第２種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、

商業地域、準工業地域及び工業地域とは都市計画法第８条第１項第１号に

掲げる地域（以下「第１種住居専用地域等」という。）を、その他の地域

とは第１種住居専用地域等以外の地域をいう。 

６ ５に規定するその他の地域で町長が第１種住居専用地域等に相当するも

のと認めて別に告示するものについては、第１種住居専用地域等に適用さ

れる規制基準を適用することができる。 

７ 第１種住居専用地域及び第２種住居専用地域以外の地域内に存する学校、



保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホーム

の敷地の周囲５０メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げ

る値から５ホンを減じた値とする。 

８ この表は、建設作業に伴つて発生する騒音、拡声機の使用に係る騒音、

飲食店営業等に係る深夜における騒音及び交通機関の走行音等については、

適用しない。 

イ 一般の振動の規制基準 

時間の区分

区域の区分 

昼間 

（午前８時から午後

７時まで） 

夜間 

（午後７時から翌

日の午前８時まで）

第１種住居専用地域、第２種住居専用地

域及び住居地域 

６０デシベル ５５デシベル 

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及

び工業地域 

６５デシベル ６０デシベル 

その他の地域（ただし、工業専用地域を

除く。） 

６０デシベル ５５デシベル 

備考 

１ デシベルとは、計量単位規則（昭和２９年通商産業省令第４５号）第４

条第１項第１６号に定める振動レベルの計量単位とする。 

２ 振動の測定は、日本工業規格C１５１０に定める振動レベル計又はこれと

同程度以上の性能を有する測定器を用いて行うものとする。この場合にお

いて振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本工業規格C１５１０

に定めるものを用いることとする。 

３ 振動の測定点は、原則として振動源の存する敷地の境界線とする。 

４ 振動の測定方法は、次のとおりとする。 

（１） 振動ピツクアツプの設置場所は、次のとおりとする。 

ア 緩衡物がなく、かつ十分踏み固め等の行われている堅い場所 

イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所 

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所 



（２） 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。 

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動（当該測定場所において

発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。）の指示

値の差が１０デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示

値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正

値を減ずるものとする。 

指示値の差 補正値 

３デシベル ３デシベル 

４デシベル 

５デシベル 

２デシベル 

６デシベル 

７デシベル 

８デシベル 

９デシベル 

１デシベル 

５ 振動レベルの決定は、次のとおりとする。 

（１） 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示

値とする。 

（２） 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動

ごとの指示値の最大値の平均値とする。 

（３） 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、５秒間隔、

百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の８０パーセントレンジの上

端の数値とする。 

６ 区域の区分は、別表第４の１のアの備考の５に定めるところによる。 

７ ６に規定するその他の地域で町長が第１種住居専用地域等に相当するも

のと認めて別に告示するものについては、第１種住居専用地域等に適用さ

れる規制基準を適用することができる。 

８ 学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別

養護老人ホームの敷地の周囲５０メートル以内の区域における規制基準は、

この表に掲げる値から５デシベルを減じた値とする。 



９ この表は、建設作業に伴つて発生する振動及び交通機関の走行に伴つて

発生する振動等については、適用しない。 

ウ 特定建設作業の規制基準 

この基準は、１に規定する基準を超える大きさの騒音又は振動を発生す

る特定建設作業について条例第２９条第１項の規定による勧告又は同条第

２項の規定による命令を行うに当たり、３の規定にかかわらず、１日にお

ける作業時間を１０時間未満４時間以上の間において短縮させることを妨

げるものではない。 

１ 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、

８５ホンを超える大きさのものでないこと。 

また、特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線に

おいて、別表第３１の項、４の項及び６の項から１０の項までに掲げる

特定建設作業にあつては、７５デシベルを超える大きさのものでないこ

と。 

２ 特定建設作業の騒音又は振動が、午後７時から翌日の午前７時までの

間において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。 

３ 特定建設作業の騒音又は振動が、当該特定建設作業の場所において１

日１０時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでない

こと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を

緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止す

るため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建

設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 

４ 特定建設作業の騒音又は振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る

作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して６日を超えて行

われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。 

５ 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日その他の休日に行われる特定

建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の

事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の

生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う



必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特

定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施

行規則（昭和４０年通商産業省令第５１号）第１条第２項第１号に規定

する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設

作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行われなけれ

ば当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保で

きないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要があ

る場合、道路法第３４条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建

設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同

法第３５条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他

の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第７７条第３項の

規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休

日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第８０条第１項の規定に

よる協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこ

ととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この

限りでないこと。 

備考 

１ ホンとはアの備考の１に定めるところによる。 

２ 騒音の測定は、アの備考の２に定めるところによる。 

３ 騒音の測定方法は、アの備考の４に定めるところによる。 

４ デシベルとは、イの備考の１に定めるところによる。 

５ 振動の測定は、イの備考の２に定めるところによる。 

６ 振動の測定方法は、イの備考の４に定めるところによる。 

７ 振動レベルの決定は、イの備考の５に定めるところによる。 

エ 飲食店営業等に係る深夜における騒音の規制基準 

第１９条各号に掲げる営業に係る深夜における騒音の規制基準は、当分

の間、当該営業場の内から発生する騒音についてアの表夜間の欄に定める

ところによる。 

２ 悪臭の規制基準 



悪臭の規制基準は、周囲の環境等照らし、悪臭を発生し、排出し又は飛散

する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とす

る。 

別表第５（第８条第１項） 

１ 揚水量等の測定方法 

ア 揚水量の測定方法は、量水計によるものとする。ただし、資本金若しく

は出資金が１千万円未満又は常時勤務する従業員の数が３００人未満の法

人又は個人にあつては、当該揚水機専用の積算電力計によつて揚水量を算

出することができる。 

イ 水位の測定方法は、水面測定器により、地表面から水面までの距離を測

定するものとする。ただし、アのただし書に規定する者にあつては、ひも

尺等により行うことができる。 

ウ 揚水量の測定は、作業期間中１日ごとの揚水量について、水位の測定は

原則として月の初日に１回以上行うこと。 

２ 前号に定めるもの以外の測定方法 

町長が指定する方法による。 

別表第６（第１８条第１項第５号） 

拡声機の使用に係る音量の基準 

区域の区分 音量 

第１種住居専用地域及び第２種住居専用地域 ４５ホン 

住居地域 ５０ホン 

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 ６０ホン 

工業地域 ６５ホン 

その他の地域 ５５ホン 

備考 

１ ホンとは、別表第４の１のイの備考の１に定めるところによる。 

２ 音量の測定は、別表第４の１のアの備考の２に定めるところによる。 

３ 音量の測定点は、当該拡声機の直下の地点から１０メートル離れた地点

（１０メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の存



する敷地の境界線上の地点） 

４ 音量の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z８７３１に定める騒音レベ

ル測定方法による。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場

合は、騒音計の指示値による。 

５ 区域の区分は、別表第４の１のアの備考の５に定めるところによる。



 


